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特　　集

新興国におけるグローバル知財マネジメント

　抄　録　新興国の具体的例示として中国，インド，アセアンを取り上げ，これら複数の新興国に，
異なる役割を与えて進出するようなケースを想定して，収益や競争力にむすびつく戦略的かつグロー
バルな知財マネジメントについてまとめた。拠り所となる考え方は，戦略的知財マネジメントのフレ
ームワークを，新興国という特殊な環境に拡張して議論を行うというものである。新興国においても，
機能レベルの知財マネジメントではなく，事業戦略レベル，全社戦略レベルの知財マネジメントが重
要であることを示した。

渡 部 俊 也＊
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1 ．	はじめに

新興国という言葉は「経済面で急速に発展し
ていて期待できる国」というような意味合いで
使われている１）。もっとも従来から新興国とし
て期待されながら，その後の経済成長が期待外
れに終わってしまった例も少なくない。その中
で，かつて日本は戦後高度経済成長を成し遂げ
た新興国であり，その記憶が残っている世代に

とっては，その時期の国で何が起きるのかを実
感としてもっているだろう。高度経済成長期の
段階では，インフラなどに対する多額の投資が
呼び込まれ，投資性のGDPが急成長するにつれ
て国内の消費市場が拡大する。この消費市場の
拡大に伴って当初の投資が回収でき，一定の成
長に至って人件費なども上昇すると経済成長が
減速しはじめる。日本の場合はその後種々の要
因でバブル経済を経験して，その後の景気低迷
から抜け出すのに四苦八苦しつつ今に至ってい
る。これは日本の経験であり，新興国がみな同
じ経緯をたどるとは限らない。日本に続いて，
韓国が期待に違わぬ成長を遂げ，最近では中国
がGDP総額では日本を抜き世界第２位まで成長
した。さらに，将来中国のGDPをも上回るので
はないかと期待されるインドが注目されてい
る。リーマンショックや欧州金融危機などで欧
米の経済が不安定な中，しばらくの間は，新興
国が世界経済における期待の星なのであり，日
本企業にとってもその事情は変わらない。
最近10年の日本企業の製造業海外現地法人

数を地域別に見ると，中国の比率が急上昇し，
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ASEAN4１）はほぼ同比率を維持，NIEs3１），北米，
欧州の比率が低下しており，日本企業の中国へ
の進出が際立って盛んであったことがわかる２）。
製造業の新興国への現地化が進むと，国内の空
洞化を招く懸念が指摘される。しかし，この間
の新興国への進出に伴って，国内からのサプラ
イチェーンが途絶えることはなかった。中国向
け輸出比率については，20％まで拡大し，国内
産業にとっても少なからず寄与をしてきたとみ
られる。これら製造業海外現地法人の日本から
の調達の対象は概ね素材，中間材や部材などで
ある。さらにこれらの製造業が進出した新興国
からの，技術貿易受取額は増加している。2011
年には総額２兆4,366億円となった貿易受取額
のうち，アジア向けは43.7％にまで増加してい
る３）。つまりこれら新興国との関係は，完成品
の輸出というビジネスモデルから，素材，中間
材や部材の供給と，完成品技術の供給を中心と
する技術貿易との組み合わせに変化したという
ことができる。
いずれにしても，リーマンショック前後に加

速した製造拠点の現地化が，そのまま空洞化に
つながるということではなく，日本全体の製造
業が，新興国への進出に伴って産業構造の転換
が進んだものと見ることができる。
しかしこれら新興国への取り組みにも少しず

つ変化がみられるようになった。特に中国に対
する事業戦略をやや修正しようという動きが出
てきている。その原因の第一は，中国における
人件費上昇である。現段階では既に，中国の労
働集約な産業の立地条件を備えた製造拠点とし
てのメリットは失われつつある。製造拠点とし
ての関心は，中国から他の新興国，発展途上国
にシフトしている。さらに反日デモを契機とす
る中国の政治的リスクの顕在化は，この動きを
加速している。また，日本企業の進出は今まで
限定的であったインドに対する関心が高まって
いる。そして従来から進出が盛んだったタイを

はじめとするアセアンへの進出はさらに加速し
ている。その対象は周辺のベトナムやミャンマ
ーなどへも拡がっている。これらに伴って知的
財産面での課題も，多くの新興国において顕在
化してきている。
といっても新興国において実施されるべき知

財マネジメントは同じではない。企業にとって，
それぞれの新興国に進出する狙いは異なる。同
一の企業が複数国に進出することも少なくない
が，国ごとにその役割も異なることが普通であ
る。従って，これらの進出国ごとに事業部や本
社部門からの要請を受けて個別に知財マネジメ
ントを実施するということでは，実効的な知財
戦略の推進にはつながりにくい。また，これら
の新興国での知財マネジメントは，決して新た
なフレームワークが必要なものではなく，企業
戦略に連携したグローバルな知的財産戦略に基
づくものでなくてはならない。本稿では，複数
の新興国に異なる役割を期待して進出するよう
なケースを想定して，戦略的かつグローバルな
知財マネジメントをどのように考えればよいの
かというテーマをとりあげる。拠り所となる考
え方は，戦略的知財マネジメントのフレームワ
ークを，新興国という特殊な環境に拡張して議
論を行うというものである。

2 ．	主要新興国の知財の状況

2．1　新興国ごとに異なる知財保護の実態

多くの新興国は複数の知的財産にかかわる条
約に加盟している。これは産業振興につながる
WTOなどの国際条約に加盟し，知的財産の保
護水準を向上させることを対外的に表明するこ
とによって，先進国からの直接投資や技術移転
を促進させることを期待しているものである４）。
しかし異なる新興国がいずれも同じように知的
財産保護を行うわけではなく，新興国毎に知的
財産をめぐる政策も，それを取り巻く産業社会
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の環境も大きく異なる。
さらに，各国がそれぞれのプロセスで条約に
加盟し法整備を進めたとしても，国内産業が脆
弱な国で知財の保護を強化すると，外国企業の
製品の市場専有を促し，自国産業の不利益とな
ると考えるため，積極的にエンフォースメント
が行われる状況になり難い。特許庁の審査官や
司法関係，税関職員に知財の専門家を配置する
予算や人材の不足はその傾向に輪をかけること
になる。このような保護主義的な傾向は，国ご
との特徴だけでなく，後述するように中国のよ
うに同一国でも，地方政府毎にその傾向が異な
るという厄介な現象を生み出している５）。また
同時に，現在多くの新興国においては，知的財
産政策はナショナルイノベーションシステムの
一部として捉えられており，自国産業のイノベ
ーション振興を目的としたツールであると考え
る傾向が強まっている６）。新興国各国における
これら２つの要因の影響を理解することで，そ
れぞれの国や地域の知的財産保護の実態の相違
がなぜ出現するのか，さらには将来動向の予測
にも役立つ。以降中国，インド，アセアンを例
にとってその動向について述べる。

2．2　中　　国

（1）制度概要
中国の特許法（専利法）は1985年に施行され，

1992年に第一次改正，2000年に第二次改正，
2008年に第三次改正を経て今に至っている。そ
の間2001年に世界貿易機関（WTO）に加盟し，
TRIPS協定に準拠した国内法整備が進んだ。中
国特許庁に対する特許出願は2011年で前年比
34.6％増の52.6万件であり，米国50.4万件を抜い
て世界第１位になった。意匠出願も52.1万件（前
年比23.8％増），商標出願も2010年の時点で100
万件を超え，米国特許庁への出願の３倍を超え
るという圧倒的な出願件数となっている。特許
制度の歴史は30年に満たないことを考えれば，

猛烈な速度で発展していると考えるべきであろ
う。しかしその制度の運用実態に関しては，様々
な課題があることは間違いない。模倣品・海賊
版の問題や，実体審査を経ない実用新案による
侵害訴訟の多発，非職務発明の帰属問題などは
その一例である。特許制度そのものの歴史が浅
いだけでなく，中国ではそもそも社会主義共和
国体制であるため，法律制度の考え方にも西欧
先進諸国とは異なる特徴がある。たとえば，日
本を始め多くの先進国の特許法は物権的構成が
なされているが，中国で私有財産の地位が法的
に確立したのはつい最近の2007年の物権法によ
るもので，その点知的財産制度の定着も未成熟
な段階であるといえよう７）。一方，中国におい
ては，膨大な出願を処理するための審査官の増
員や，司法体制の充実はかなりのペースで行わ
れてきた。三度の改正も諸外国の知的財産制度
を十分参考にしながら検討を加えてきたもので
あり，制度自体は先進国と遜色ないものになっ
ている。

（2）統　計
先述したように，中国における知的財産の出

願件数は爆発的な増加を見せている。図１（a）
～（c）はそれぞれ特許，実用新案，商標の出願
件数推移８）である。中国の場合，他国と大きく
異なるのは，先進国で出願件数が大きく減少し
たリーマンショックを経ても，特許と実用新案
については，むしろ加速的に増加していること
である。商標についてはそれまで毎年10％以上
の増加率であったが，2007年に70万件に減少し
ている。これは，2007年に中国商標局から「自
然人が商標登録出願を行う際の注意事項（自然
人の出願は，指定商品又は役務が営業証明で認
められた範囲に限定される）」が出され，個人
の出願が減少したことが要因であると考えられ
ている。しかし商標についてもその後増加傾向
が回復し，特許，実用新案と同じく，リーマン
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ショック以降も加速的に増加している。

新興国では知財の出願件数が増加している国
も少なくないが，多くは外国人が新興国の製造
拠点としての重要性や，将来の市場としての期

待から，先行的に知財出願を行っているケース
である。しかし，中国の場合は出願件数の増加
は専ら内国人の寄与によるものである。後述す
るインドでは商標出願の活発化はみられるもの
の，内国人による特許出願は低調であり，中国
のように内国人の知財活動が，様々な知的財産
権にわたって万遍なく活発であるという状況は
他に例を見ない。ではこれらの膨大な知的財産
が，実際活用されているのかどうかという点が
興味深い。この点に関しても中国政府から参考
になるいくつかの統計が発表されている。
図２は知的財産関連の民事訴訟の受理件数の
推移である９）。商標と著作権の事件は大幅な増
加，そして特許などの専利に関する事件も増加
していることが分かる。これら知的財産関連の
民事事件受理件数の合計は2010年で42,931件と
なり，これも世界的に類を見ない件数である。
権利行使を行っていることは，知的財産権を活
用している証左であるともいえる。では実際に
どの程度特許などを自社で実施しているのかと
いう点が注目される。これに関しては，中国特
許庁によって発表された特許運用状況特別調査
の結果が参考になる10）。2010年に発表された調
査では，平均実施率は60.6％で，実施の内容と
しては，自社実施のみ80.8％を占め，譲渡又は
許諾が19.2％を占めている。譲渡，許諾の対象
の９割近くが中国国内の企業であるとしている。
中国企業の知的財産の活用実態に関して，こ
れとは別の情報としては，知的財産権の活用の
指標として重要な「技術取引」（中国語では技
術交易と表記される）に関するデータがある11）。
中国の「技術取引」においては，中国語の「常
設技術交易機構」が管理した取引が重要な役割
を果たしている。この組織は，技術取引促進セ
ンター，技術取引市場，財産権取引所などと称
される中国各地域において活動する総合的な支
援組織であり，中国の技術取引市場の独特な発
展を担ってきた12）。中国政府が発表している技
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図１（C）　中国特許庁への商標出願件数推移
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図１（a）　中国特許庁への特許出願件数推移
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図１（b）　中国特許庁への実用新案出願件数推移
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術取引市場における取引金額は一貫して増加傾
向である。2008年には2,665億人民元を超えて
おり，この金額は日本の技術流通の取引金額総
額の推定値13）よりもはるかに大きい。ただし中
国における技術取引の内容は，技術ライセンシ
ングに加えて技術コンサルティングサービスな
ども含まれやや広い概念になっている14）。ここ
で集計された金額は，政府が管理している技術
流通市場を経由したものに限られるが，中国特
許庁によって，国内の技術移転契約を登録する
制度としてライセンス契約の登録制度（専利実
施許可合同備案）が2002年より施行されており，
この登録データから当事者が明記された形での
特許ライセンスの情報を得ることができる15）。
このデータを利用してライセンス契約の件数
の推移を示したものが図３である。ここでもリ
ーマンショック以降の2009年から契約件数が激
増していることが分かる。このうち外国企業に
よるものは概ね５％程度であり殆どが中国企
業，大学または個人とのライセンス取引である。
また中国企業および大学の特許ライセンスでは
概ね半分が実用新案のライセンスである。

2009年以降のこのような特許ライセンスの急
増の理由については，独自技術保有を積極的に
支援する中国政府のイノベーション政策（自主
創新政策）の影響が大きい。また，中国特許ラ
イセンスでは大半が独占的ライセンスである。
これは特に2008年より施行された補助金や税の
減免措置の対象となるハイテク企業認定の際
に，特許保有や独占的ライセンスを受けること
を要件する制度が設けられたことが，これら独
占的特許ライセンス件数の増加の原因になって
いるものと思われる。もっとも，これら政策的
に誘導された知財活動の活発化の結果，実際に
ライセンスによって獲得した技術を利用して事
業化に成功する事例なども増加しており，実態
も伴ってきている。

（3）イノベーション政策と侵害リスク
中国の自主創新政策において，知的財産の創

出と活用は重要な施策と位置付けられている。
これを活発化させるための，技術流通促進施策
や知財担保融資16）など様々な施策が次々講じら
れてきた結果，膨大な知的財産権が出願され，
流通し，これに伴う数多くの紛争が生じている。
これらのほとんどは中国企業同士に生じている現
象であるが，外国企業が巻き込まれるケースが
少しずつ増加している。正泰集団股份有限公司
（Chint Group Corporation）が，2006年８月，フ
ランスの大手電気設備具メーカーのシュナイダ
ーエレクトリック社の中国合弁会社を相手取り，
正泰集団の保有する実用新案権（CN97248479.5）
を侵害しているとして浙江省温州市中級人民法
院に提訴をした事件（シュナイダー事件）は注
目された。この事件では一審において，3.3億
元（約46億円）の損害賠償と侵害の差止が命じ
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図３　中国知財ライセンス契約件数推移
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られている。日本企業にとって，中国特許の詳
しい調査は容易ではなく，無審査で登録されて
いる膨大な実用新案権についての網羅的調査は
さらに困難である。このような事情から中国に
おいて事業活動を行う際の課題として，侵害防
止の調査と対処は重要課題となりつつある。

（4）模倣品リスク
一方エンフォースメントの不足をもたらす地

域の保護主義的傾向は，模倣品の被害を生み続
けている。現在日本企業が被る模倣品被害は中
国におけるものが最も多く，これに韓国，台湾
を加えると50％を超える。さらに中国以外の新
興国における中国発の模倣品による日系企業の
被害状況（2010年）の結果から，中国で製造さ
れた模倣品が近隣の台湾，韓国をはじめ，東南
アジア諸国，アラブ首長国連邦やサウジアラビ
アなどの中東地域や中南米地域，さらにはアフ
リカ等に輸出されていることが明らかになって
いる。中国における模倣品の輸出拠点は，香港・
広東や上海といった国際港湾都市が中心である
が，海路のほか，水際での取締りができない陸
路経由で，ロシアや中央アジア，東南アジアへ
の模倣品のルートが用いられている。OECDは，
国内に流通する被害とインターネット上の被害
を除く模倣品・海賊版の貿易被害額が，年約
2,500億ドル（約25兆円）にのぼると試算して
いる17）が，その大部分が中国発の模倣品・海賊
版被害であると推定される。商標などの侵害に
よるデッドコピーも多いが，日本企業の中国製
造拠点を通じた技術流出によって，中国で高度
な模倣品が製造され国外に持ち出されるリスク
も大きいことについて十分留意する必要がある。

2．3　イ ン ド

（1）制度概要
インドの知財制度の歴史は旧植民地時代の

1856年特許法までさかのぼることができる。英

国から独立後，1970年に現行特許法が制定され
た。この特許法は英国1949年法をモデルとして
いたが，不特許事由の定め（インド法第３条），
製造方法のみが特許を受けられること（第５
条），をはじめ先進国の特許制度とは重要な相
違点があり18），長らく問題視されてきた。しか
し1995年に世界貿易機関（WTO）に加盟した
ことに伴い，2000年よりTRIPS協定の遵守義務
が開始されることとなった。この間，何度かの
改正を経て2005年度改正の時点で，TRIPS協定
の定めるミニマムスタンダードの履行を果た
し，医薬関連の物質特許制度の導入などが進め
られた。2007年にはPCT国際調査機関化承認，
2010年には改正商標法が議会通過し，マドリッ
ドプロトコルへの加盟準備も進められている。
しかし一方でインドの特許制度の運用には他

国にない特徴も認められる。もともとインドで
は特許付与日から３年の期間満了後はいつで
も，如何なる利害関係人も，（1）公衆の適切な
需要が充足されていない，（2）適正に手頃な価
格で公衆に利用可能でない，（3）インド領域内
で実施されていない，場合は強制ライセンスの
許諾を申請できるとする制度を有しており（特
許法第84条－第95条），特許権者からは懸念さ
れていた。実際に最近2012年３月にインド特許
庁はこの強制実施権をはじめて発動したこと
で，製薬メーカー等のいっそうの懸念を招いて
いる19）。この他にも実施報告義務（特許法第
122条，146条，特許規則第131条）において，
年１回及び長官の求めに応じて，実施の有無と
輸入実施状況の報告義務があり，特許庁長官は
当該情報を公開できるとする規定など，インド
の保護主義的政策意図を有するとみられる制度
が存在する。加えて複数の特許局を有するイン
ドの審査基準が不明確であり，審査滞貨が生じ
ていること20），知的財産関連裁判における抑止
力の欠如などは，米国USTRのスペシャル301
報告書でも指摘されており，問題が少なくない。
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（2）統　計
図４（a）および（b）はインド特許庁に対す
る特許出願および商標出願件数の推移である。
中国と同様リーマンショック後も増加傾向が著
しいが，中国と比べれば一桁少ない数となって
いる。また内国人の出願は特許，商標ともに増
加しており，商標ではその85％は内国人による
出願であるが，特許ではいまだに大半の出願人
は外国人である点は中国とは異なる。また出願
分野に偏りがあり，医薬，化学，バイオ関連の
出願で50％を超える（図５）。

知的財産訴訟に関する統計は正確には把握し
にくいが，総計で500件程度と推定される。特
許訴訟は少なく大半は商標侵害の事件であると
みられる。特許訴訟ではインド企業同士の事件
はほとんどないと見られるが，商標ではインド

企業同士の事件も多い。訴訟の解決まで要する
期間は裁判管轄によって異なる。デリー裁判管
轄では３年から５年，チェンナイだと７年もか
かるケースもある21）。

（3）イノベーション政策と知的財産
インドの政策は，省庁の縦割りで立案される

ために，イノベーションのような横断的な施策
であっても省庁によって異なる点も多い。イン
ドのイノベーション政策は，科学技術省（Min-
istry of Science and Technology）と商工省
（Ministry of Commerce and Industry）が主に
関係しているが，前者が，インドに豊富に存在
する遺伝資源や伝統的知識の保護や，また農村
部の創意工夫などに着目することで，持続的な
イノベーションが成し遂げられるとする考え方
に重点を置いているのに対して，後者の商工省
では，製造業を振興するための手段としてイノ
ベーションを位置付けている点で相違がある。
具体的には商工省により2011年にまとめられた
「National Manufacturing Policy」（国家製造業
政策）において，2022年までにGDPの製造業シ
ェアを25％に増大し１億人の雇用を創出するた
めに，農村からの出稼ぎ労働者や都市部の貧困
層に適切な技術を身につけさせることや，国内
付加価値を増大させ製造業技術に幅を持たせる
ことなどがうたわれている。このような方針に
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図５　インド特許出願分野（2011年）
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沿って，各知的財産制度はイノベーション振興
施策のツールとして位置づけられるようになり
つつあり22），そこでは小発明や考案を保護する
実用新案制度を導入することで，小企業等の製
造業振興を推し進めようとする施策が示されて
いる23）。

（4）模倣品
インドにおける模倣品被害の大半は中国が製

造地であるとみられている。従って，インドに
おける模倣品対策は中国からの流入をいかに防
ぐかということが中心となる。制度面では関税
法第156条に基づき2007年以降，登録された知
的財産権の侵害被疑物品に関しては通関差し止
めが可能となっている。

2．4　アセアン加盟国

（1）概　要
アセアン加盟国24）といっても各国で知財制度
は独立して制度化され運用されていて一概に扱
うことができない。しかし，多くの国々で制度
整備の途上にあり，エンフォースメントも不十
分であるという共通の課題がある。また，商標
は比較的多くの国で出願され利用されている一
方，特許に関しては概ね低調で，特に内国人の
出願は少ない。アセアン加盟国は2015年の経済
統合を見据え，経済発展と投資・貿易の促進の
ため，知的財産の一層の保護強化に取り組むと
して，2011年８月に「アセアン知的財産権行動
計画2011－2015」を策定し，知的財産権保護の
更なる強化を図るとしている。加えて2012年に
は日本特許庁が，シンガポールで開催された第
２回日アセアン特許庁長官会合で，アセアン各
国の知的財産庁との間で知的財産に関する協力
覚書を締結するなど，将来のアセアン市場にお
ける知財制度の強化充実のための戦略的取組が
進められている。

（2）統　計
アセアン主要国の2011年の特許出願および商
標出願を内国人，外国人に分けて図６（a）およ
び（b）に示す。いずれの国においても特許出願
は外国人の出願が多く，商標出願に関しては特
許に比べれば内国人の出願が多いことが分かる。
訴訟に関する統計，技術移転に関する統計は

アセアン各国とも未整備であり正確な情報はつ
かみにくい。両国ともライセンス契約は登録制
になっているが，ベトナムについての契約数は一
部公表されており2008年で241件となっている。

（3）イノベーション政策と知的財産
多くのアセアン各国で国費原資の研究成果の

知的財産権としての保護活用に関して取組が行
われている。具体的には大学技術移転政策や，
大学等の技術を基にしたインキュベーション政

図６（b）　アセアン主要国の商標出願数
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策に反映されることになるが，これはいずれの
国でも国内製造業企業のイノベーション活動が
低調で，研究開発人材が国立研究所または大学
に集中していることによる。

（4）模倣品
アセアン諸国が中国において製造された模倣
品・海賊版が持ち込まれるだけでなく，第三国
への流通国となっているケースもあるとみられ
る。各国では模倣品・海賊版への罰則の強化が
検討されている。タイでは登録されている商標
を利用して偽物，模造品を販売した場合，罰則
として罰金最高40万バーツ，禁錮最長４年，の
いずれかまたは両方が科されることになる商標
法改正案が閣議承認された。

3 ．			知財マネジメントの基礎と新興国
への応用

3．1　		様々な新興国における知的財産リスク

新興国各国における知財の制度と実態につい
て述べてきた。そこには従来から発展途上国に
おいて共通の問題であった模倣品リスクに加え
て，中国などでは侵害リスクが顕在化してきて
いる。この対策として行われるべき侵害クリア
ランスのための調査にも課題が多い。外国出願
されるものが少ないため中国語のみで公開され
ることや，IPC分類が適切に付されていないな
どの問題がある。特に実用新案は件数も多く調
査の方法やツールも未発達であるなどから，企
業による調査では苦労を余儀なくされている。
対策として，侵害可能性の高い特定の事業者を
抽出して調査するなども行われている。中国に
関しては，特許等が企業ではなく，経営者の個
人帰属になっているケースも多いため，このよ
うな調査の際には注意すべきである。
またインドをはじめ，タイ，中国でも懸念さ

れる強制実施権発動による知財の無力化のリス
クが存在する。従来から医薬品で可能性が懸念
されてきたが，中国国内では標準技術に関する
必須特許については強制実施の対象とすべきと
いう意見もあり，標準技術関係の技術でもリス
クが生じている。特許による技術の独占を意図
した戦略を有している場合は，いったん強制実
施の対象となると大きなダメージがある。また，
人材の流動性の高い新興国では人を通じた技術
流出リスクが常に懸念される。「元日本企業の
○○で働いていて，ノウハウをよく知っている」
という売り込みで競合他社に入社するという話
は少なくないと言われる。各社とも重要なノウ
ハウは，原則的に知財保護水準の低い新興国に
は持ち出さないとしている企業も少なくない。
また，現地で研究開発活動を行う企業にとって
は，発明の帰属や，補償金に関する問題が生じ
るリスクも存在する。現地の大学や研究機関と
共同研究開発を行う場合は，共有知財に関する
取扱いの相違もリスク要因となりえる。
これら一つ一つに関して，現地制度に則した

対策を行っていくことが求められている。しか
し新興国を舞台とした知財マネジメントであっ
ても，少なくとも事業戦略レベルの知財マネジ
メントの一環としてとらえることが必要で，本
社部門や事業部門から各国に対する知財関連手
続きを要請されて対応を行うようでは効果が期
待できない。特に複数新興国に異なった狙いで
進出しているような場合は，各国個別の対応は
まったく意味をなさない場合も少なくない。
このような課題を理解するために，まず新興

国における知財マネジメントの知財戦略として
の位置づけについて述べる。

3．2　		知的財産戦略と知財マネジメントの
フレームワークと新興国への応用

新興国を舞台とした知財マネジメントであっ
ても，経営戦略に同期した知的財産戦略の具体
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的実行の方法としてとらえることが必要であ
る。知的財産戦略は，経営戦略が目標に到達す
るために行われる，企業の知的財産活動のシナ
リオである。経営戦略には，企業全体として新
規事業への進出や，既存事業からの撤退などを
含む全社戦略，個々の事業領域において競争優
位を実現しようとして行われる事業戦略，さら
にはその下位に研究開発，購買，生産，販売，
マーケティング，財務，人事などの機能部門毎
に行われる機能戦略の複数の階層が存在する
（図７）。過去の日本企業の知的財産戦略は，知
的財産部門が行うべき機能戦略としての捉え方
が主流であったが，企業全体，または事業分野
ごとの内部資源を代表する知的資産を管理活用
する戦略部門として，全社戦略や事業戦略に貢
献する知財マネジメントの重要性が指摘されて
きた。これら３つの階層の戦略に対応する知財
マネジメントの例を示す。しばしば知的財産戦
略のあるべき姿として論じられる「経営戦略，
研究開発戦略と知的財産戦略の三位一体」とい
うような表現25）は，このような階層構造の上部
で連携する知的財産戦略の意義を示している。
たとえば近年注目されている，「企業が保有

する知的財産を２つの群に分けて，片方をオー
プンな活用を促すことで研究開発を促進し，自
社に好都合なビジネスエコシステムを形成する
ことで市場を拡大させるとともに，これと補完
関係にあるもうひとつの知的財産の群について
は，プロプラエタリー26）な運用を行うことで収

益化を図る」という手法は，図７の事業レベル
の知財マネジメントの一つであるといえる27）。
そして，これらの知的財産戦略を，具体的に
実行する手段として知財マネジメントがある。
知財マネジメントの内容は，①自社の知的財産
全般の把握と知的財産の秘匿，公開，出願権利
化の計画立案　②自社の知的財産の管理の実行
（出願，権利化，発明者報奨管理など），③譲渡，
ライセンス等の知的財産関連契約の計画と実
行，④知的財産関連のエンフォースメント及び
訴訟への計画と対応，などがある。新興国にお
ける知的財産戦略やその実行手段としての知財
マネジメントも，上述のような考え方の応用問
題であるととらえることができる。

3．3　企業の新興国進出の目的

新興国に進出する狙いは企業によって異な
り，業種や事業戦略によって，さらに同一の企
業が複数国に進出する場合でも，国ごとにその
役割も異なることが普通である。国ごとの役割
の相違の傾向を総じて言えば，中国への進出に
関しては，既に製造拠点を置くメリットそのも
のは減少しているが，市場としての重要性は変
わらないかむしろ増していくことが予想され
る。さらに中国市場に参入するために，現地の
人材や情報を取り込みながら研究開発を行う必
要も高まっている28）。従って今後の中国での事
業活動の狙いは，「製造活動」のウエイトが下
がり，販売やサービスなど「商業活動」の重要
性は漸増する。これに加えて「研究開発活動」
にも重点がシフトしていくことが予想される。
インドにおいては，中国と同様，「研究開発」
拠点としての重要性は高まっていくことが予想
される。また他の新興国では，「製造活動」が
中心になる国・地域と，ある程度市場が成長し
てきた国・地域では「商業活動」が重視される
ものの「研究開発」面で重視されるようになる
までにはかなりの時間が必要と考えられる。
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知的財産マネジメントの例

全社レベル

事業レベル

機能レベル

経営戦略

（知的財産出願権
利化管理）

（知財ポートフォリ
オの変革）

（オープン知財マ
ネジメント，アライ
アンス，権利行使）

図７　経営戦略の階層と知財マネジメント
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もちろんこのような重点の相違は，事業分野
によっても大きく異なる。二輪車などにおいて
は，既にかなり以前から，アセアンの市場とし
ての重要性は極めて大きく，また逆にインドは
製造業の拠点としてはサプライチェーンやイン
フラの問題から課題が多いとされてきた。いず
れにしてもこのように，それぞれの新興国にお
ける事業活動の重点は同じではなく，今後ます
ますその狙いも地域ごとに多様化することが予
想されるが，これらのそれぞれの狙いに応じて
知的財産面でも適切なマネジメントを行う必要
がある。つまり，これらの狙いごとに知的財産
面でのリスクが存在する。一般論として言えば，
製造を主な狙いとして進出する際には，技術流
出リスクに十分注意しなくてはならない，また
販売面では模倣品・海賊版の問題に十分対処す
る必要がある。中国においては，国内標準制度
に関する特許権の取り扱いについて強制実施権
が認められるリスクや，インドその他の新興国
での医薬品関係の強制実施権の問題なども販売
面でのリスク要因となる。一方，中国などで，
製造・販売のいずれの活動を行う場合において
も，現地ローカル企業の知的財産権の侵害リス
クに注意することが必要となってきている。
また製造面では現地関連会社から特許などの
知的財産権のライセンス契約を根拠としたロイ
ヤリティー送金が円滑に行われるかどうか，販
売面では商標などの知的財産権のライセンス契
約を根拠としたロイヤリティー送金が円滑に行
われるかどうかがしばしば問題になる。ライセ
ンス契約を根拠とする送金に関しては，各新興
国での知的財産法における取り扱いが異なるこ
とに加え，最終的に計画した送金が実施できる
かどうかに関しては，移転価格税制にも影響さ
れる複雑なプロセスであり，グローバルな知財
マネジメントでの重要課題である。さらに現地
市場への参入，またはグローバルな成果活用を
狙いとした研究開発を目的とする場合，発明者

からの知的財産権の譲り受けや，その成果の国
外への出願，あるいはライセンスなどのプロセ
スが円滑に行えるかどうかがポイントになる。

3．4　		新興国におけるオープンな知財マネ
ジメント

上記で述べた一般論としての進出目的に応じ
たリスクについても，知財戦略のあり方によっ
ては，それほど問題にならないケースもあり得
る。ここではそのようなケースをオープンな知
財マネジメントを例にとって述べてみる。先述
したオープンな知財マネジメントの特徴として
は，オープンイノベーション戦略の推進のため
に，自社に好都合なビジネスエコシステムを，
自社の保有する知的財産を使って実現しようと
するオープンな知財の活用が行われることであ
る29）。
この際，新興国側においてオープンな知財マ

ネジメントが実施されるケースがしばしばみら
れる30）。世界最大規模の半導体メーカーである
インテルは，半導体製品の開発と製造販売がコ
ア事業であり，その主要販売先はPCメーカー
やサーバーメーカーであるが，かつてパソコン
マザーボードおよび関連製品も製造していた。
しかしこれらの製造技術を台湾企業へ供与し，
自社はMPUの製造販売に特化する31）。このケー
スでは人件費の安い台湾企業に自社のマザーボ
ード関連技術を供与することで，自社のMPU
が搭載される安価なパソコンマザーボードの大
量普及という好都合なイノベーションを画策し
たことになる。
このように有力な知財やコア製品を有する企

業が製造技術を新興国企業に供与したり，また
は開放することによって，市場を拡大しつつ収
益力を維持しようとする戦略は，この事例以外
にも携帯電話の端末の普及（オープン）と基地
局の普及（プロプラエタリー）など複数の成功
事例がみられる。戦略的提携の事例としては，
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日本企業の事例も挙げられる。ホンダは2000年
に当時模造品を製造販売していた民営企業であ
る海南新大洲摩托車（以下，新大洲）と合弁事
業をスタートさせた32）。発端は1999年に新大洲
から合弁したいとの申し出があり検討が開始さ
れたものであるが，このときホンダとしては安
価な製品生産のノウハウ，さらに当時農村部に
広がっていった二輪車市場において新大洲が保
有する販売ネットワークを獲得することが狙い
であった。一方の新大洲としては，ホンダと提
携して知的財産権の基盤を確立し，ブランドや
技術も得て事業発展を図ることを選択したもの
と思われる。ここで交換されている経営資源と
しては，ホンダからは，新大洲が必要としてい
たブランド，特許やノウハウ等の知的財産権が
提供され，販売チャネルと安価な製造ノウハウ
が新大洲から提供されている。知的財産保護の
水準が必ずしも高くない環境においても，知的
財産が経営資源として有効に用いられる事例で
あると言える。
新興国では知的財産の保護水準が高くないた

めに，技術や商品の独占に知的財産を活用でき
る範囲は一般的には狭いと考えられる。しかし
そのような環境においても，技術供与や知財開
放などを通じた現地企業との戦略的提携に関し
ては，知財は有効に機能することがある。逆に
言えば「新興国ではプロプラエタリーな知財活
用が難しいことも多いために，オープンな活用
が検討されることが多い」という側面もある。
販売面では模倣品の被害をケアする必要がある
と先に述べたが，オープンな知財開放を行うケ
ースにおいては，プロプラエタリーな知財運用
を行うケースと比較して，知財の権利化が現地
で図られていたとしても，模倣品を許容できる
範囲は広くなることも考えられる。このように
進出目的に応じたリスクの検討に際しては，そ
もそもそのマネジメントでどういう効果を期待
しているのかということに対応して，行うべき

対策も異なってくる。

3．5　		複数新興国で事業活動を行う際の知
財マネジメント

最近のグローバル企業においては，同時に異
なる新興国に異なる目的で進出しているケース
も少なくない。日本で研究技術開発を行ってい
る企業が，新興国Ａでは製造拠点を置き，また
別の新興国Ｂでは販売拠点を置き，さらに別の
新興国Ｃでは研究開発拠点を置いているといっ
たケースもあるだろう。このような場合は，先
述した秘匿，公開，出願権利化の計画を，それ
ぞれの国ごとに独立して検討するのはあまり意
味がない。日本で製品技術に関する物の特許出
願を行った場合，１年６か月後に公開されれば，
どこの国からも技術情報にアクセスできる。販
売拠点として位置付けが重要な新興国Ｂにおい
て特許出願がなされていなければ，単に技術情
報を公開したのと同じになってしまうし，新興
国Ｂにおける特許の保護水準が低くても同様
に，模倣品の被害は避けられない。製造技術に
関しては，特許の保護水準が十分でない新興国
では，出願を避けてノウハウとして管理するこ
とが考慮されるケースも少なくない。ただし新
興国Ａに設置されている工場設備があり，一目
見れば容易にわかるような程度のノウハウであ
る場合，流出リスクは著しく高くなる。むしろ
次善の作として特許出願を選択しているケース
も少なくない。しかし営業秘密の保護水準は新
興国では十分でないことが多く，法的な救済は
あまり期待できないことも考慮する必要があ
る。重要なノウハウは新興国には持ち出さない
か，やむをえず持ち出す場合，人的管理や情報
セキュリティー管理などの面で十分対策をとっ
ておく必要がある。
研究開発拠点を新興国に設置して発明や創作

が日常的に行われるようになっている企業も少
なくない。この場合現地の市場への参入のため
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の改良発明やデザイン活動なのであれば，その
新興国のみに出願すれば済むが，現地の研究成
果が外国でも価値があると判断される場合，ま
た現地の研究機関や大学との共同の成果を世界
で活用しようとした場合は様々な問題が生じ
る。現地の発明者から権利譲渡を受けるプロセ
スが円滑に行われること，第一国出願や秘密特
許審査の義務付けなどの手続きで問題を生じな
いこと，一定期間利用していない場合の強制実
施の問題などに加えて，それぞれの国の研究機
関や大学と共同の成果の場合は，国費原資の研
究成果についての取り扱いに関する規制にも影
響を受ける33）。各論で述べたように，多くの新
興国は，国内産業に対する保護主義的傾向と，
知的財産権制度を自国産業のイノベーション振
興のツールとして位置付ける傾向の２つの因子
によって，様々な予期せぬ制約が生じる懸念も
ある。このようなリスクのある知的財産権のグ
ローバルな活用が現実的でないと考えられる新
興国において，研究プロジェクトを実施するこ
とは相当慎重にならざるをえない。
ほとんど知的財産権の保護が期待できない新
興国においても，特許や商標の出願が選択され
ることがある。将来のための投資であるという
側面に加えて，現地関連会社から特許や商標な
どの知的財産権のライセンス契約を根拠とした
ロイヤリティー送金が行われるようにするため
に，知的財産権を保有する目的であることが多
い。新興国によっては，ロイヤリティー送金に
際して知的財産権の登録が効力要件として求め
られている場合（インドネシア，ベトナム）に
加えて，契約発効要件である国（タイ，特許に
関してはインド）もある。またノウハウがライ
センス契約の対象として認められていないこと
もある（インド）。さらに最終的に計画したロ
イヤリティーが送金できるかどうかに関して
は，先述したように移転価格税制との関係も生
じる厄介なプロセスとなる。新興国進出時に，各

国ごとにこれらの関連制度を精査して，現地関
連法人との契約を慎重に行うことが求められる。
新興国における知財出願も，その狙いをはっ

きりさせて，その国や地域でその狙いが達成で
きるかどうかを検討したうえで出願を行い管理
するということが求められる。新興国において
は，本来の知的財産権の利用の主眼である技術
の独占を企てるのはかなり難しく，地域によっ
て模倣業者を排除する，アライアンスに活用す
る，ロイヤリティー送金など，現実的な利用を
検討するべきであろう。
さらにこのとき厄介なのは，研究開発拠点で

ある新興国Ｃで生まれた技術を別の新興国Ｂに
移転するような場合である。開発委託契約など
で日本本社に知的財産を帰属させることなどが
行われていない，あるいはその範囲を超えた知
財が新興国Ｃに生まれている場合，新興国Ｂへ
の技術移転のライセンサーは新興国Ｃの法人で
あり，日本本社に対する送金の根拠が失われて
しまう可能性がある。また実際は開発支援を行
ったり，おおもとになる技術がノウハウとして
供与されていても，それが契約に反映されてい
なかったり，そもそもノウハウがライセンスの
対象となる知的財産として認められていない新
興国もある。さらに現地の知財の保護水準が低
いことから，日本からの知的財産権の出願を行
うことなく現地に進出して製造を開始してしま
ったため，その改良技術を第三国へ移転する際
に，日本本社とのライセンス契約が構築しにく
いといった事態も起きている。
このような問題を避けるために，現地関連法

人との最初の時点での契約は慎重に検討するべ
きであろう34）。このような複雑なケースを図８
に示した。モノの流れと知財の流れと双方が高
度に制御されていて，始めてグローバルな事業
活動で収益を得られることが分かる。
いずれにしても，これらの活動は事業部門か

ら「どこの国に出願してほしい」，とか「どこ
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の国の模倣品に対処してほしい」というような
機能レベルのマネジメントだけでは，事業戦略
上の実際の効果はあがらない。新興国知財マネ
ジメントとは，図９に示すような全社レベル，
事業レベルの戦略的知財マネジメントとして実
施される必要がある。

4 ．		おわりに－新興国知財マネジメン
トの要諦－

グローバルに展開される知財戦略とその具体
的マネジメントの良し悪しが企業の競争優位を
決定づける要因となる時代に突入している。本
稿で述べてきたように，ここで実行される知財
マネジメントが企業戦略に貢献できるために

は，機能レベルではなく，事業レベル，全社レ
ベルの知財マネジメントを行うことが必須とな
っている。そして，最近の事業レベル以上の知
財戦略は，複数の新興国に複数の役割を与えて
展開されることが多くなってきた。そうなると
すでに本社とそれぞれの国の現地法人との関係
だけでなく，それぞれの現地法人同士の関係性
も生じてくる。そこでは現地法人同士の技術移
転も生まれる可能性がある。このような複雑な
関係性を予め想定して，本社の役割を明確にし
たうえで，知的財産面でそれをしっかり反映さ
せる構造をつくっていかないと，現地に技術移
転を行っているのにもかかわらずロイヤリティ
ーが得られないなどの状況も生じる。新興国に
おける知財マネジメントは，モノのサプライチ
ェーンと連携して，このような知的財産の流れ
をしっかり戦略的に構築するという意味で，「知
財のサプライチェーン」を戦略的に構築し，グ
ローバルに管理することが求められている。逆
に言えば，事業レベル以上の知財戦略に基づき，
「知財のサプライチェーン」を新興国との間で
しっかり確立する知財マネジメントが実践され
ることが，新興国に進出する日本企業が，空洞
化を避けつつ収益を獲得できる成功要件になる
といえるだろう。

注　記

 1） ブラジル（Brazil），ロシア（Russia），インド
（India），中国（China）の頭文字を取った
BRICs，VISTA（ベトナム，インドネシア，南
アフリカ共和国，トルコ，アルゼンチン），
NEXT11（イラン，インドネシア，エジプト，
韓国，トルコ，ナイジェリア，パキスタン，バ
ングラデシュ，フィリピン，ベトナム，メキシコ）
など。直接新興国という概念のくくりではない
ものの，アジアの国のグループとしてASEAN4
（インドネシア，マレーシア，フィリピン，タイ），
またはNIEs3（シンガポール，台湾，韓国），な
どという表現もしばしば用いられる。

 2） 産業活動分析（平成24年４～６月期）我が国企

図９　		企業戦略の階層の中での新興国知財マネジ
メントの位置づけ

図８　複数の新興国に進出するケースでの関係性
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業が有する製造業海外現地法人の日本からの調達
について～地域別，業種別にみた中長期的動向～

  http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/
report/bunseki/pdf/h24/h4a1209j1.pdf（参照日：
2012年12月25日）

 3） 総務省平成23年科学技術研究調査より
 4） Helpman, E. “Innovation, imitation and intellec-

tual property rights” Econometrica 6 1, 1 2 4 7-
1280（1993）または，Smith, Pamela J. “How do 
foreign patent rights affect U.S. exports, affiliate 
sales, and licenses?”Journal of International 
Economics 55, 411-439（2001）を参照。

 5） 渡部俊也，李聖浩，“中国の技術流通市場”，研
究技術計画学会第25回年次学術大会，（2010）

 6） 渡部俊也「新興国の知財戦略」No1-No1 0，
Digital New Deal （2010～2012）

  http://dndi.jp/24-watanabe/watanabe_Top.php
（参照日：2013年２月２日）

 7） 中華人民共和国物権法（2007年３月16日第10期
全国人民代表大会第５回会議にて可決。2007年
３月16日中華人民共和国主席令第62号公布），こ
れによって物権概念が立法によって承認され，
社会主義という政治体制と市場経済という経済
体制の間に存在するジレンマをある程度埋めた
もの。渠涛「中国物権法概観―立法の背景とそ
の特徴について―」ノモス第21号73-108，関西
大学法学研究所（2007）

 8） 中国では日本でいう特許，意匠，実用新案をあ
わせて専利と称する。

 9） 2006～2010年国家知識産権戦略網「中国知识产
权保护状况」http://www.nipso.cn/bai.asp（参
照日：2012年12月25日）

 10） 中国知的財産権局は発明特許運用状況特別調査
（2010年６月発表，国家知识产权局开展了发明专
利运用状况专项调查

  http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2010/2010 
06/t20100618_522499.html）（参照日：2012年８
月10日）による2008年に権利を付与した中国国
内の発明特許に関する実施状況の調査。調査票
は４万622件発送し，３万5,674件を回収（回収率
は87.8％）。この2008年に国家知的財産権局が権
利を付与した発明特許は合わせて９万3,706件。

 11） 中国科学技術統計
  http://www.most.gov.cn/eng/statistics/2007/

index.htm（参照日：2013年１月29日）
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